
「伝統的工芸品の後継者確保支援事業」受託事業者選定委員会設置要綱 

 

（設置目的） 

第１条 「伝統的工芸品の後継者確保支援事業」受託事業者選定委員会（以下「委員会」という。）

は、「伝統的工芸品の後継者確保支援事業」の業務委託にあたり、業務を受託する者（以下「受

託事業者」という。）を適正かつ公平に選定することを目的として設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、提案された企画について審査を行い、受託事業者の選定を行う。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、別表に掲げる者をもって充てる。 

 

（選定の方法） 

第４条 委員会における提案企画の審査及び受託事業者の選定は、別に定める「伝統的工芸品の後

継者確保支援事業」受託事業者選定要領に基づき行う。 

 

（庶務） 

第５条 委員会の庶務は、福岡県商工部観光局観光政策課において処理する。 

 

（補足） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 

 

  附 則 

 この要綱は、令和７年６月１１日から施行する。 

 

（別表） 

区分 所属及び職 

委員長 福岡県商工部 観光局 観光政策課長  

委 員 福岡県福祉労働部 労働局 就業支援課長 

委 員 福岡県中小企業団体中央会 事務局長 

 


